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報告品目一覧  

動物用医薬品  

諸外   国の状況  

品眉名   鱒 用途  基準値の設定  ・．  
おける対  

！ （mg／kg体重／日）  幼小児に  ADI比       国際 基塗  米  豪  EU  加  NZ   

牛、豚、その他陸棲晴乳 類 コリステン   ポジティブリろト制導入時の基準の見直し．  飼料効呑め改善 細菌性下痢の治療 
、乳、鶏   ○  0．004   52．4   

ラフオキサニド   基準値を設定しない  
○  ポジティブリスト制導入時の基準の見直し  寄生虫の駆除  

（一律基準を適用）  
0．0004  

オキシベンダゾール  ポジティブリスト制導入時の基準の見直し  消化管内線虫の駆除  
基準値を設定しない  

（一律基準を適用・）  
○  0．03  

カルプロフェン ポジティブリスト制導入時の革準の見直し  抗  ′症・鎮痛作用   基準値を設定しない  ○    ○   0．01  

早；  

クレンブテロール・  ポジティブリスト制導入時の基準の見直し 再審査申請   肺；  

の   牛、その他陸棲哺乳類 （これ以外は不検出）   ・  ○  ○  ○  ○  P  0－000004   1由．8  



報告品目一覧  

諸外国   の状況  

品目名 緯   用途  ・改正対象食品  
ADI  

幼小児にお  

（mg／kg体重／ 日）   ける対ADl比  
国際 基準  束  豪  EU  加  NZ   

新規製剤申請  
プロパモカルブ■    ＼   ポジティブリスト知導入時の基準の見直し   

殺菌剤■  はくさい、たまねぎ等   ○  P  ○  ○  0．29   18二6   

新規製剤申言青  
メトラクロール  

ポジティブリスト制導入時の基準の見直し   
除草由J  とうもろこし（大豆、、小豆類等  ○  ○    ・d  0・・07   3．1   

インポートトレランス制度一手よる妻帯  

フルシラゾ」ル．   ポジティブリスト制導入時の基準の見直し   琴菌剤  とうがらし、かんきつ類等   57．3  
○  ○  ○  0  ○   0．0014  

（EDl試算）   

適用拡大中請 
ベントキサゾン  ・ 魚介類基準の設定要請   

除草剤  米こと土、魚介阻  0．23   0．2   

適用拡大申請  

ルフエヌロン．  インポ⊥トトレランス制度による要請 殺虫青む  大豆、ブロッコリー、とうがらし等  ○  ○  0．0014   59．4   
ポジティブリスト制導入時の基準の見直し  

魚介類基準の設定要請  
クロメプロップ 

ポジティブリスト制導入時の基準の見直し   
除草剤  米、魚介類  0．0062   15．1   

イミベンフナゾール  ポジティブリスト制導入時の基盤の見直し   殺革剤  大鼓みかん、もも、届等  0．0098  65．2   

アジムスルフロン  ポジティブリえト制導入時の基準の見直し   除草剤  米等 0．095 0．1   

シフルフエナミド 亡  ポジティブリスト制導入時の基準の見直し   殺菌剤  小麦、いちご」メロンi二もも等  ○  0■P41   ．0．8  




